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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】令和1年5月16日(2019.5.16)

【公開番号】特開2017-189393(P2017-189393A)
【公開日】平成29年10月19日(2017.10.19)
【年通号数】公開・登録公報2017-040
【出願番号】特願2016-80646(P2016-80646)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｂ   6/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｂ    6/00     ３３０Ｚ
   Ａ６１Ｂ    6/00     ３６０Ｂ
   Ａ６１Ｂ    6/00     ３５０Ｐ

【手続補正書】
【提出日】平成31年4月4日(2019.4.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放射線を検出する複数の放射線検出装置と、複数の放射線検出装置から取得される複数
の放射線画像を合成して合成画像を生成する合成処理部を有した放射線撮影システムにお
いて、
　複数の放射線検出装置の内、少なくとも１つの放射線検出装置から出力される放射線画
像について、散乱線を補正する散乱線補正部を備えることを特徴とする放射線撮影システ
ム。
【請求項２】
　互いに重なるように配置された、各々が放射線を検出して放射線画像を出力する複数の
放射線検出装置と、
　前記放射線画像のうちの、一以上の前記放射線検出装置の構造を含む欠陥領域に含まれ
る散乱線成分を低減する低減処理を行う散乱線補正部と、
　前記複数の放射線検出装置から取得された複数の前記放射線画像に基づいて合成画像を
生成する合成処理部と、
　前記合成画像中の前記欠陥領域に対して、前記欠陥領域を除く画像領域の画素値を用い
て、前記放射線検出装置の構造を低減する補正処理を行う画像補正部と、を有すること
　を特徴とする放射線撮影システム。
【請求項３】
　複数の射線検出装置が撮影台の長手方向に沿ってそれぞれ配置された場合、前記散乱線
補正部は、中央に配置された放射線検出装置から出力される放射線画像について、散乱線
を補正する処理を行うことを特徴とする請求項１または２に記載の放射線撮影システム。
【請求項４】
　複数の射線検出装置が撮影台の長手方向に沿ってそれぞれ配置された場合、２つの放射
線検出装置で挟まれた状態で配置された放射線検出装置から出力される放射線画像につい
て、前記散乱線補正部は、散乱線を補正する処理を行うことを特徴とする請求項１または
２に記載の放射線撮影システム。
【請求項５】
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　被検者の胸部又は腹部に最も近い位置に配置された放射線検出装置から出力される放射
線画像について、前記散乱線補正部は、散乱線を補正する処理を行うことを特徴とする請
求項１または２に記載の放射線撮影システム。
【請求項６】
　前記散乱線補正部は、前記放射線検出装置が重ね合わせられた領域について、前記放射
線検出装置の構造物を表す構造情報を用いて、散乱線を補正することを特徴とする請求項
１または２に記載の放射線撮影システム。
【請求項７】
　前記散乱線補正部は、被検者の体厚と、前記放射線検出装置の厚みを用いて、放射線検
出装置が重ね合わせられた領域における放射線画像について、散乱線を補正することを特
徴とする請求項１または２に記載の放射線撮影システム。
【請求項８】
　前記散乱線補正部は、複数の放射線検出装置から出力される放射線画像について、被検
者の計測部位の画質に影響がないように散乱線を補正することを特徴とする請求項１～７
のいずれか１項に記載の放射線撮影システム。
【請求項９】
　前記散乱線補正部は、所定の部位に基づいて、放射線に含まれる散乱線の補正の度合い
を設定することを特徴とする請求項１～８のいずれか１項に記載の放射線撮影システム。
【請求項１０】
　放射線を検出する複数の放射線検出装置と、複数の放射線検出装置から取得される複数
の放射線画像を合成して合成画像を生成する合成処理部を有した放射線撮影システムにお
いて、
　複数の放射線検出装置から出力される放射線画像のそれぞれについて散乱線を一様に補
正することを特徴とする放射線撮影システム。
【請求項１１】
　複数の放射線検出装置から取得される複数の放射線画像を合成して合成画像を生成する
放射線撮影方法において、複数の放射線検出装置の内、少なくとも１つの放射線検出装置
から出力され放射線画像について、散乱線を補正することを特徴とする放射線撮影方法。
【請求項１２】
　互いに重なるように配置された複数の放射線検出装置から取得される複数の放射線画像
を合成して合成画像を生成する放射線撮影方法において、
　前記放射線画像のうちの、一以上の前記放射線検出装置の構造を含む欠陥領域に含まれ
る散乱線成分を低減する低減処理を行う散乱線補正工程と、
　前記複数の放射線検出装置から取得された複数の前記放射線画像に基づいて合成画像を
生成する合成処理工程と、
　前記合成画像中の前記欠陥領域に対して、前記欠陥領域を除く画像領域の画素値を用い
て、前記放射線検出装置の構造を低減する補正処理を行う画像補正工程と、を有すること
　を特徴とする放射線撮影方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　本発明の目的を達成するために、放射線を検出する複数の放射線検出装置と、複数の放
射線検出装置から取得される複数の放射線画像を合成して合成画像を生成する合成処理部
を有した放射線撮影システムにおいて、複数の放射線検出装置の内、少なくとも１つの放
射線検出装置から出力される画像データについて、散乱線を補正する散乱線補正部を備え
る。
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